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タイトル  「キャッシュレス決済機能付セミセルフレジ」の設置について  

担 当 課 
市民環境部 市民課 担当：山本  

（電話：055-948-2901   内線：2126）  

１ 設置の目的  

デジタル化による市民サービスの向上、非接触による感染症の予防対策のためキャ

ッシュレス決済機能付セミセルフレジを導入しました。 

 

２ 運用等 

運用開始日：令和５年９月１日（金）８時３０分から 

設 置 場 所：伊豆長岡庁舎市民課窓口 

伊豆の国市長岡340-1 

 

  ※市民課で取り扱っている各種手数料の支払いにおいて、支払方法が選択できるよ

うになります。今までの現金に加え、クレジットカード決済では、VISA、JCBカー

ド、電子マネー決済ではWAON、nanacoカード、コード決済ではPayPayが利用でき

るようになります。また、釣銭釣札機を装備しており非接触での対応が可能とな

り感染症の予防がはかれます。 

 

利用可能決済 

【現金】 

【クレジットカード決済】 

・VISA 

・JCB 

【電子マネー決済】 

・WAON 

・nanaco 

【コード決済】 

・PayPay 

 

３ キャッシュレス決済機能付セミセルフレジの概要 

・㈱テラオカ製 対面式セルフレジ 1台 

・釣銭釣札機 1台 

・キャッシュレス決済端末 1台 
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